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○栃木県体育施設設置管理及び使用料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定、

栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う

に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 附 則 第

一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 期 日 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 と す る 。

栃 木 県 規 則 第 二 十 六 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め

る 。
令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 三 年 栃 木 県 条 例 第 十 八 号 ） の 施 行 期

日 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 と す る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）
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-

栃 木 県 規 則 第 二 十 七 号

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 受 理 書 の 交 付 ）

第 九 条 削 除 第 九 条 知 事 は 、 条 例 第 七 条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 二

十 五 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 十 七 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 受 理 し た と き は 別 記 様

式 第 三 号 に よ る 受 理 書 を 、 条 例 第 三 十 九 条 の 三 第

一 項 、 第 三 十 九 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 十 九 条 の 五

第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 受 理 し た と き は 別 記 様

式 第 三 号 の 二 に よ る 受 理 書 を 当 該 届 出 を し た 者 に

交 付 す る も の と す る 。

（ 飲 食 店 等 営 業 の 範 囲 ） （ 飲 食 店 等 営 業 の 範 囲 ）

第 二 十 一 条 条 例 第 三 十 一 条 の 規 則 で 定 め る 営 業 第 二 十 一 条 条 例 第 三 十 一 条 の 規 則 で 定 め る 営 業

は 、 次 に 掲 げ る 営 業 と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る 営 業 と す る 。

一 略 一 略

二 喫 茶 店 （ 食 品 衛 生 法 施 行 令 第 三 十 五 条 第 二 号

に 規 定 す る 喫 茶 店 営 業 を い う 。 ）

二 ～ 五 略 三 ～ 六 略

（ 音 響 機 器 の 使 用 の 禁 止 に 係 る 営 業 ） （ 音 響 機 器 の 使 用 の 禁 止 に 係 る 営 業 ）

第 二 十 三 条 条 例 第 三 十 二 条 の 規 則 で 定 め る 営 業 第 二 十 三 条 条 例 第 三 十 二 条 の 規 則 で 定 め る 営 業

は 、 第 二 十 一 条 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 営 は 、 第 二 十 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 営

業 （ 同 条 第 一 号 に 掲 げ る 営 業 に あ っ て は 、 設 備 を 業 （ 同 条 第 一 号 に 掲 げ る 営 業 に あ っ て は 、 設 備 を

設 け て 客 に 飲 食 さ せ る も の に 限 る 。 ） と す る 。 設 け て 客 に 飲 食 さ せ る も の に 限 る 。 ） と す る 。

別 記 様 式 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第３号削除

別 記 様 式 第 三 号 の 二 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 及 び 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 令 和

元 年 政 令 第 百 二 十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 営 業 を 行 う こ と が で き る こ と と

さ れ た 者 に 対 す る 改 正 後 の 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 二 十 一 条 及 び 第 二 十 三 条 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め

る 規 則 の 一 部 改 正 ）

３ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め

る 規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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栃 木 県 規 則 第 二 十 七 号

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 受 理 書 の 交 付 ）

第 九 条 削 除 第 九 条 知 事 は 、 条 例 第 七 条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 二

十 五 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 十 七 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 受 理 し た と き は 別 記 様

式 第 三 号 に よ る 受 理 書 を 、 条 例 第 三 十 九 条 の 三 第

一 項 、 第 三 十 九 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 十 九 条 の 五

第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 受 理 し た と き は 別 記 様

式 第 三 号 の 二 に よ る 受 理 書 を 当 該 届 出 を し た 者 に

交 付 す る も の と す る 。

（ 飲 食 店 等 営 業 の 範 囲 ） （ 飲 食 店 等 営 業 の 範 囲 ）

第 二 十 一 条 条 例 第 三 十 一 条 の 規 則 で 定 め る 営 業 第 二 十 一 条 条 例 第 三 十 一 条 の 規 則 で 定 め る 営 業

は 、 次 に 掲 げ る 営 業 と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る 営 業 と す る 。

一 略 一 略

二 喫 茶 店 （ 食 品 衛 生 法 施 行 令 第 三 十 五 条 第 二 号

に 規 定 す る 喫 茶 店 営 業 を い う 。 ）

二 ～ 五 略 三 ～ 六 略

（ 音 響 機 器 の 使 用 の 禁 止 に 係 る 営 業 ） （ 音 響 機 器 の 使 用 の 禁 止 に 係 る 営 業 ）

第 二 十 三 条 条 例 第 三 十 二 条 の 規 則 で 定 め る 営 業 第 二 十 三 条 条 例 第 三 十 二 条 の 規 則 で 定 め る 営 業

は 、 第 二 十 一 条 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 営 は 、 第 二 十 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 営

業 （ 同 条 第 一 号 に 掲 げ る 営 業 に あ っ て は 、 設 備 を 業 （ 同 条 第 一 号 に 掲 げ る 営 業 に あ っ て は 、 設 備 を

設 け て 客 に 飲 食 さ せ る も の に 限 る 。 ） と す る 。 設 け て 客 に 飲 食 さ せ る も の に 限 る 。 ） と す る 。

別 記 様 式 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第３号削除

別 記 様 式 第 三 号 の 二 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 及 び 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 令 和

元 年 政 令 第 百 二 十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 営 業 を 行 う こ と が で き る こ と と

さ れ た 者 に 対 す る 改 正 後 の 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 二 十 一 条 及 び 第 二 十 三 条 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め

る 規 則 の 一 部 改 正 ）

３ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め

る 規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

-
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次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ） （ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ）

第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同 第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 特 例 条 例 別 表 略 一 特 例 条 例 別 表 略

第 一 の 二 の 項 に 第 一 の 二 の 項 に

規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則 に

基 づ く 事 務 で 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

二 特 例 条 例 別 表 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に

第 一 の 十 の 項 第 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

十 四 号 に 規 定 す 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ）

る 規 則 に 基 づ く 第 九 条 の 規 定 に よ る 受 理 書

事 務 で あ っ て 別 の 交 付 （ 栃 木 県 生 活 環 境 の

に 規 則 で 定 め る 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

も の 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 四 十

号 ） 第 二 十 五 条 第 一 項 、 第

二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 十

七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届

出 に 係 る も の に 限 る 。 ）

二 ～ 十 九 略 三 ～ 二 十 略

二 十 特 例 条 例 略 二 十 一 特 例 条 例 略

別 表 第 一 の 三 十 別 表 第 一 の 三 十

七 の 項 第 百 二 十 七 の 項 第 百 二 十

号 に 規 定 す る 規 号 に 規 定 す る 規

則 に 基 づ く 事 務 則 に 基 づ く 事 務

で あ っ て 別 に 規 で あ っ て 別 に 規

則 で 定 め る も の 則 で 定 め る も の

二 十 二 特 例 条 例 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に

別 表 第 二 の 一 の 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 九 条

項 第 十 七 号 に 規 の 規 定 に よ る 受 理 書 の 交 付

定 す る 規 則 に 基 （ 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等

づ く 事 務 で あ っ に 関 す る 条 例 第 七 条 か ら 第

て 別 に 規 則 で 定 九 条 ま で の 規 定 に よ る 届 出

め る も の に 係 る も の に 限 る 。 ）

二 十 一 ～ 二 十 五 略 二 十 三 ～ 二 十 七 略

（ 環 境 保 全 課 ）
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次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ） （ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ）

第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同 第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 特 例 条 例 別 表 略 一 特 例 条 例 別 表 略

第 一 の 二 の 項 に 第 一 の 二 の 項 に

規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則 に

基 づ く 事 務 で 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

二 特 例 条 例 別 表 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に

第 一 の 十 の 項 第 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

十 四 号 に 規 定 す 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ）

る 規 則 に 基 づ く 第 九 条 の 規 定 に よ る 受 理 書

事 務 で あ っ て 別 の 交 付 （ 栃 木 県 生 活 環 境 の

に 規 則 で 定 め る 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

も の 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 四 十

号 ） 第 二 十 五 条 第 一 項 、 第

二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 十

七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届

出 に 係 る も の に 限 る 。 ）

二 ～ 十 九 略 三 ～ 二 十 略

二 十 特 例 条 例 略 二 十 一 特 例 条 例 略

別 表 第 一 の 三 十 別 表 第 一 の 三 十

七 の 項 第 百 二 十 七 の 項 第 百 二 十

号 に 規 定 す る 規 号 に 規 定 す る 規

則 に 基 づ く 事 務 則 に 基 づ く 事 務

で あ っ て 別 に 規 で あ っ て 別 に 規

則 で 定 め る も の 則 で 定 め る も の

二 十 二 特 例 条 例 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に

別 表 第 二 の 一 の 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 九 条

項 第 十 七 号 に 規 の 規 定 に よ る 受 理 書 の 交 付

定 す る 規 則 に 基 （ 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等

づ く 事 務 で あ っ に 関 す る 条 例 第 七 条 か ら 第

て 別 に 規 則 で 定 九 条 ま で の 規 定 に よ る 届 出

め る も の に 係 る も の に 限 る 。 ）

二 十 一 ～ 二 十 五 略 二 十 三 ～ 二 十 七 略

（ 環 境 保 全 課 ）○ 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 改 正 等

栃 木 県 規 則 第 二 十 八 号

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則

（ 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 定 義 ） （ 定 義 ）

第 一 条 こ の 細 則 で 「 法 」 と は 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 第 一 条 こ の 細 則 で 「 法 」 と は 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二

十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） を 、 「 令 」 と は 食 品 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） を 、 「 令 」 と は 食 品

衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 二 十 九 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 二 十 九

号 ） を 、 「 規 則 」 と は 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和 号 ） を 、 「 規 則 」 と は 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和

二 十 三 年 厚 生 省 令 第 二 十 三 号 ） を 、 「 省 令 」 と は 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 二 十 三 号 ） を 、 「 省 令 」 と は

乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 二 乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 二

十 六 年 厚 生 省 令 第 五 十 二 号 ） を 十 六 年 厚 生 省 令 第 五 十 二 号 ） を 、 「 条 例 」 と は 食

品 衛 生 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 四

、 「 告 示 」 と は 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準 号 ） を 、 「 告 示 」 と は 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準

（ 昭 和 三 十 四 年 厚 生 省 告 示 第 三 百 七 十 号 ） を （ 昭 和 三 十 四 年 厚 生 省 告 示 第 三 百 七 十 号 ） を 、

「 指 定 営 業 」 と は 令 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ り 指 定

い う 。 さ れ た 営 業 を い う 。

第 二 条 法 第 十 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 当 該 職 第 二 条 法 第 九 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 当 該 吏

員 は 、 と 畜 検 査 員 と す る 。 員 は 、 と 畜 検 査 員 と す る 。

（ 書 類 経 由 ） （ 書 類 経 由 ）

第 三 条 法 、 令 、 規 則 、 省 令 、 告 示 及 び こ の 第 三 条 法 、 令 、 規 則 、 省 令 、 条 例 、 告 示 及 び こ の

細 則 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 又 は 知 事 に 提 出 す る 申 請 細 則 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 又 は 知 事 に 提 出 す る 申 請

書 又 は 届 出 書 は 、 す べ て 営 業 所 所 在 地 を 書 、 報 告 書 又 は 届 書 は 、 す べ て 営 業 所 所 在 地 を

管 轄 す る 保 健 所 長 又 は 保 健 所 支 所 長 を 経 由 し な け 管 轄 す る 保 健 所 長 又 は 保 健 所 支 所 長 を 経 由 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

（ 営 業 許 可 の 申 請 等 ） （ 営 業 許 可 の 申 請 等 ）

第 六 条 規 則 第 六 十 七 条 の 申 請 書 及 び 規 則 第 第 六 条 規 則 第 六 十 七 条 第 一 項 の 申 請 書

七 十 条 の 二 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る も は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る も

の と す る 。 の と す る 。

（ 許 可 営 業 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 ） （ 許 可 営 業 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 ）

第 七 条 規 則 第 六 十 八 条 第 一 項 の 届 出 書 第 七 条 規 則 第 六 十 八 条 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 様

、 規 則 第 六 十 九 条 第 一 項 の 届 出 書 式 第 五 号 に よ り 、 規 則 第 六 十 九 条 第 一 項 の 届 出 書

及 び 規 則 第 七 十 条 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第 及 び 規 則 第 七 十 条 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第

五 号 に よ る も の と す る 。 六 号 に よ る も の と す る 。

（ 申 請 書 等 記 載 事 項 変 更 の 届 出 ） （ 申 請 書 記 載 事 項 変 更 の 届 出 ）

第 八 条 規 則 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 八 条 規 則 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記
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○ 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 改 正 等

栃 木 県 規 則 第 二 十 八 号

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則

（ 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 定 義 ） （ 定 義 ）

第 一 条 こ の 細 則 で 「 法 」 と は 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 第 一 条 こ の 細 則 で 「 法 」 と は 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二

十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） を 、 「 令 」 と は 食 品 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） を 、 「 令 」 と は 食 品

衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 二 十 九 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 二 十 九

号 ） を 、 「 規 則 」 と は 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和 号 ） を 、 「 規 則 」 と は 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和

二 十 三 年 厚 生 省 令 第 二 十 三 号 ） を 、 「 省 令 」 と は 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 二 十 三 号 ） を 、 「 省 令 」 と は

乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 二 乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 二

十 六 年 厚 生 省 令 第 五 十 二 号 ） を 十 六 年 厚 生 省 令 第 五 十 二 号 ） を 、 「 条 例 」 と は 食

品 衛 生 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 四

、 「 告 示 」 と は 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準 号 ） を 、 「 告 示 」 と は 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準

（ 昭 和 三 十 四 年 厚 生 省 告 示 第 三 百 七 十 号 ） を （ 昭 和 三 十 四 年 厚 生 省 告 示 第 三 百 七 十 号 ） を 、

「 指 定 営 業 」 と は 令 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ り 指 定

い う 。 さ れ た 営 業 を い う 。

第 二 条 法 第 十 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 当 該 職 第 二 条 法 第 九 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 当 該 吏

員 は 、 と 畜 検 査 員 と す る 。 員 は 、 と 畜 検 査 員 と す る 。

（ 書 類 経 由 ） （ 書 類 経 由 ）

第 三 条 法 、 令 、 規 則 、 省 令 、 告 示 及 び こ の 第 三 条 法 、 令 、 規 則 、 省 令 、 条 例 、 告 示 及 び こ の

細 則 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 又 は 知 事 に 提 出 す る 申 請 細 則 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 又 は 知 事 に 提 出 す る 申 請

書 又 は 届 出 書 は 、 す べ て 営 業 所 所 在 地 を 書 、 報 告 書 又 は 届 書 は 、 す べ て 営 業 所 所 在 地 を

管 轄 す る 保 健 所 長 又 は 保 健 所 支 所 長 を 経 由 し な け 管 轄 す る 保 健 所 長 又 は 保 健 所 支 所 長 を 経 由 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

（ 営 業 許 可 の 申 請 等 ） （ 営 業 許 可 の 申 請 等 ）

第 六 条 規 則 第 六 十 七 条 の 申 請 書 及 び 規 則 第 第 六 条 規 則 第 六 十 七 条 第 一 項 の 申 請 書

七 十 条 の 二 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る も は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る も

の と す る 。 の と す る 。

（ 許 可 営 業 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 ） （ 許 可 営 業 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 ）

第 七 条 規 則 第 六 十 八 条 第 一 項 の 届 出 書 第 七 条 規 則 第 六 十 八 条 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 様

、 規 則 第 六 十 九 条 第 一 項 の 届 出 書 式 第 五 号 に よ り 、 規 則 第 六 十 九 条 第 一 項 の 届 出 書

及 び 規 則 第 七 十 条 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第 及 び 規 則 第 七 十 条 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第

五 号 に よ る も の と す る 。 六 号 に よ る も の と す る 。

（ 申 請 書 等 記 載 事 項 変 更 の 届 出 ） （ 申 請 書 記 載 事 項 変 更 の 届 出 ）

第 八 条 規 則 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 八 条 規 則 第 七 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記

様 式 第 六 号 に よ り 行 う も の と す る 様 式 第 七 号 に よ る 届 出 書 を 事 実 発 生 後 十 日 以 内 に

。 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 廃 業 の 届 出 ） （ 廃 業 等 の 届 出 ）

第 九 条 規 則 第 七 十 一 条 の 二 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第 九 条 指 定 営 業 を 行 う 者 は 、 廃 業 又 は 休 業 し た と

第 七 号 に よ る も の と す る 。 き は 、 速 や か に 、 別 記 様 式 第 八 号 に よ る 届 出 書 を

提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 届 出 書 は 、 営 業 者 が 死 亡 し た 場 合 は 相 続

人 が 、 法 人 が 解 散 し た 場 合 は 清 算 人 （ 法 人 の 解 散

が 合 併 に よ る と き は そ の 業 務 を 執 行 す る 役 員 で あ

つ た 者 、 破 産 手 続 開 始 の 決 定 に よ る と き は そ の 破

産 管 財 人 ） が 提 出 す る も の と す る 。

３ 営 業 を 休 業 し た 者 が 、 営 業 許 可 の 有 効 期 間 内 に

お い て 再 び 営 業 を 開 始 し よ う と す る と き は 、 開 業

の 十 日 前 ま で に 別 記 様 式 第 九 号 に よ る 届 出 書 を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 製 造 業 及 び 加 工 業 の 届 出 ）

第 十 条 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別

記 様 式 第 十 号 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 条 例 第 四 条 第 二 項 （ 条 例 第 五 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別

記 様 式 第 十 一 号 に よ り 行 う も の と す る 。

３ 条 例 第 四 条 第 三 項 前 段 （ 条 例 第 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出

は 、 別 記 様 式 第 十 二 号 に よ り 行 う も の と す る 。

４ 条 例 第 四 条 第 三 項 後 段 （ 条 例 第 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出

は 、 別 記 様 式 第 十 三 号 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 給 食 施 設 の 届 出 ）

第 十 一 条 条 例 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

別 記 様 式 第 十 四 号 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 条 例 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

一 健 康 増 進 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二

十 条 第 一 項 の 特 定 給 食 施 設 に 該 当 す る 場 合

二 健 康 増 進 法 第 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る

指 導 及 び 助 言 に よ り 、 条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に

掲 げ る 事 項 に 相 当 す る 事 項 を 届 け 出 た 場 合

三 当 該 給 食 施 設 に お け る 給 食 数 が 、 一 回 二 十 食

未 満 で あ り 、 か つ 、 一 日 五 十 食 未 満 で あ る 場 合

（ 食 品 衛 生 責 任 者 の 設 置 ）

第 十 二 条 条 例 別 表 第 一 の １ 食 品 衛 生 責 任 者 等 の 部

１ の 項 ⑴ の 規 則 で 定 め る 許 可 は 、 栃 木 県 食 品 衛 生

条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） 第 三 条 第

一 項 の 許 可 と す る 。

（ 食 品 衛 生 責 任 者 設 置 の 報 告 ）
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様 式 第 六 号 に よ り 行 う も の と す る 様 式 第 七 号 に よ る 届 出 書 を 事 実 発 生 後 十 日 以 内 に

。 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 廃 業 の 届 出 ） （ 廃 業 等 の 届 出 ）

第 九 条 規 則 第 七 十 一 条 の 二 の 届 出 書 は 、 別 記 様 式 第 九 条 指 定 営 業 を 行 う 者 は 、 廃 業 又 は 休 業 し た と

第 七 号 に よ る も の と す る 。 き は 、 速 や か に 、 別 記 様 式 第 八 号 に よ る 届 出 書 を

提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 届 出 書 は 、 営 業 者 が 死 亡 し た 場 合 は 相 続

人 が 、 法 人 が 解 散 し た 場 合 は 清 算 人 （ 法 人 の 解 散

が 合 併 に よ る と き は そ の 業 務 を 執 行 す る 役 員 で あ

つ た 者 、 破 産 手 続 開 始 の 決 定 に よ る と き は そ の 破

産 管 財 人 ） が 提 出 す る も の と す る 。

３ 営 業 を 休 業 し た 者 が 、 営 業 許 可 の 有 効 期 間 内 に

お い て 再 び 営 業 を 開 始 し よ う と す る と き は 、 開 業

の 十 日 前 ま で に 別 記 様 式 第 九 号 に よ る 届 出 書 を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 製 造 業 及 び 加 工 業 の 届 出 ）

第 十 条 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別

記 様 式 第 十 号 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 条 例 第 四 条 第 二 項 （ 条 例 第 五 条 第 二 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別

記 様 式 第 十 一 号 に よ り 行 う も の と す る 。

３ 条 例 第 四 条 第 三 項 前 段 （ 条 例 第 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出

は 、 別 記 様 式 第 十 二 号 に よ り 行 う も の と す る 。

４ 条 例 第 四 条 第 三 項 後 段 （ 条 例 第 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出

は 、 別 記 様 式 第 十 三 号 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 給 食 施 設 の 届 出 ）

第 十 一 条 条 例 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

別 記 様 式 第 十 四 号 に よ り 行 う も の と す る 。

２ 条 例 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

一 健 康 増 進 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二

十 条 第 一 項 の 特 定 給 食 施 設 に 該 当 す る 場 合

二 健 康 増 進 法 第 十 八 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る

指 導 及 び 助 言 に よ り 、 条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に

掲 げ る 事 項 に 相 当 す る 事 項 を 届 け 出 た 場 合

三 当 該 給 食 施 設 に お け る 給 食 数 が 、 一 回 二 十 食

未 満 で あ り 、 か つ 、 一 日 五 十 食 未 満 で あ る 場 合

（ 食 品 衛 生 責 任 者 の 設 置 ）

第 十 二 条 条 例 別 表 第 一 の １ 食 品 衛 生 責 任 者 等 の 部

１ の 項 ⑴ の 規 則 で 定 め る 許 可 は 、 栃 木 県 食 品 衛 生

条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） 第 三 条 第

一 項 の 許 可 と す る 。

（ 食 品 衛 生 責 任 者 設 置 の 報 告 ）

第 十 三 条 条 例 別 表 第 一 の １ 食 品 衛 生 責 任 者 等 の 部

１ の 項 ⑴ に 規 定 す る 報 告 は 、 別 記 様 式 第 十 五 号 に

よ る 報 告 書 を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 第 三 号 か ら 別 記 様 式 第 七 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第３号（第５条関係） 　年　　　月　　　日

①全粉乳（容量が1,400グラム以下である缶に収められたもの）

②加糖粉乳 ⑤魚肉ハム ⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）

③調製粉乳 ⑥魚肉ソーセージ ⑨マーガリン

④食肉製品 ⑦放射線照射食品 ⑩ショートニング

　栃木県　　　保健所長　　　　様　　　　　　　

食品衛生管理者選任（変更）届

　下記のとおり、食品衛生管理者を選任（変更）したので、法第48条第８項の規定により届け出ます。
（※営業許可申請書・営業届に添付する場合であって、内容が重複する項目（「届出者情報」及び「施設情報」
に限る。）は記載を省略することができます。）

届
出
者
情
報

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

届出者住所
※法人にあっては、所在地

（ふりがな）

届出者氏名
※法人にあっては、
その名称及び代表者の氏名

施
設
情
報

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

　年　　月　 日生

令第13条に規定する食品
又は添加物の別 ⑪添加物（法第13条第１項の規定により

規格が定められたもの）

食
品
衛
生
管
理
者
情
報

氏名
（ふりがな）

年　　月　 日生

住所

職名

職種

職務内容

選任（変更）年月日 　　　　　年　　　月　　　日

備
考

添付書類
□履歴書　　□資格等を証する書面
□営業者に対する関係を証する書面

（ふりがな） 電話番号

担当者
氏名
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（表）

別記様式第４号（第６条関係）

【許可・届出共通】

　栃木県　　　保健所長　　　　様　

　法（第55条第１項・第57条第１項）の規定により、次のとおり関係書類を提出します。

※ 以下の情報は、「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。
申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄　□）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

申請者・届出者住所　※法人にあっては、所在地

（ふりがな） （生年月日）

申請者・届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

（ふりがな） 資格の種類

食品衛生責任者の氏名　 受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。）

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載

自動販売機の型番 業態

※

HACCPに基づく衛生管理

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

（ふりがな） 電話番号

担当者氏名

営業許可申請書・営業届（新規、継続）

申
請
者
・
届
出
者
情
報

年　　　月　　　日生

営
業
施
設
情
報

食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥

※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者
を除く。

講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

HACCPの取組

引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。

□

□

業
種
に
応
じ
た
情
報

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □

輸出食品取扱施設
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □

担
当
者

営
業
届
出

営　業　の　形　態 備考

1

2

3

年　　　　月　　　　日
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□①全粉乳（容量が1,400グラム以下である缶に収められたもの）

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン □⑪添加物（法第13条第１項の規定により規格が定められたもの）

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング

（ふりがな）

食品衛生管理者の氏名　※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合

① 水道水（ □ 水道水 □ 専用水道 □ 簡易専用水道）

② □ ①以外の飲用に適する水

（ふりがな）

ふぐ処理者氏名　※ふぐ処理する営業の場合

施設の構造及び設備を示す図面（事業譲渡の場合は省略可）

（飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果

営業を譲り受けたことを証する旨事
業
譲
渡

【許可のみ】

申
請
者
・
届
出
者
情
報

法第55条第２項関係
該当には

☑

(1)
法又は法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から起算して２年を経過していないこと。

□

(2)
法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過してい
ないこと。

□

(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □

（裏）

営
業
施
設
情
報

令第13条に規定する食品又は
添加物の別

資格の種類

受講した講習会
講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

業
種
に
応
じ
た
情
報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

ふぐの処理を行う施設 □

認定番号等

添
付
書
類

□ □

□ □

□ □

3
年　　　月　　　日

営
業
許
可
業
種

許可番号及び許可年月日 営　業　の　種　類 備考

1
年　　　月　　　日

2

□ □

4
年　　　月　　　日

備
考

年　　　月　　　日
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別記様式第５号（第７条関係）

※ 以下の情報は、「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。

申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄　□）

※ 承継する施設が輸出食品取扱施設の場合、申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

届出者住所　※法人にあっては、所在地

（ふりがな）

届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 被相続人との続柄

（表）

年　　　月　　　日   

添付書類 □登記事項証明書（分割により営業を承継した法人の登記事項証明書）

分
割
前
の
法
人

分割前の法人の名称及び代
表者の氏名

（ふりがな）

分割前の法人の所在地

分割年月日 　　　　　年　　　月　　　日

合併年月日 　　　　　年　　　月　　　日

添付書類 □登記事項証明書（合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

法人番号：

合併により消滅した法人の
名称及び代表者氏名

（ふりがな）

合併により消滅した法人の
所在地

相続開始年月日 　　　　　年　　　月　　　日

添付書類 □戸籍謄本　又は　□法定相続情報一覧図の写し　　　　□同意書（相続人が２人以上いる場合）

被相続人の住所

地
位
を
承
継
す
る
者
の
情
報

生年月日　　　　　　年　　　月　　　日生

　栃木県　　　保健所長　　　　様

地位承継届
　下記のとおり、許可営業者の地位を承継（相続・合併・分割）したので、法（第56条第２項・第57条第２項）の規定により届け出ま
す。

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

被
相
続
人

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

被相続人の氏名
（ふりがな）



（10） 号外第35号令和３（2021）年５月31日　月曜日 栃 木 県 公 報

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

許可番号及び許可年月日
※許可営業の場合のみ記入

営業の種類

備
考

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

営
業
施
設
情
報

備考

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

営
業
施
設
情
報

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

備考

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

許可番号及び許可年月日
※許可営業の場合のみ記入

営業の種類

許可番号及び許可年月日
※許可営業の場合のみ記入

営業の種類 備考

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

営
業
施
設
情
報

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

番号　　　　　　　　　　　　年 　月 　日

（裏）



（11）号外第35号栃 木 県 公 報令和３（2021）年５月31日　月曜日

別記様式第６号（第８条関係）

【許可・届出共通】

※変更がある項目については、項目名を○で囲んでください。

　規則第71条の規定により、次のとおり関係書類を提出します。

※ 以下の情報は、「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。
申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄　□）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

申請者・届出者住所　※法人にあっては、所在地

（ふりがな） （生年月日）

申請者・届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

（ふりがな） 資格の種類

食品衛生責任者の氏名　 受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。）

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載

自動販売機の型番 業態

※

HACCPに基づく衛生管理

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

（ふりがな） 電話番号

担当者氏名

営業許可申請書・営業届（変更）

申
請
者
・
届
出
者
情
報

年　　　月　　　日生

営
業
施
設
情
報

食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥

※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者
を除く。

講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

HACCPの取組

引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。

□

□

　栃木県　　　保健所長　　　　様

（表）

年　　　　月　　　　日

業
種
に
応
じ
た
情
報

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □

輸出食品取扱施設
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □

担
当
者

営
業
届
出

営　業　の　形　態 備考

1

2

3



（12） 号外第35号令和３（2021）年５月31日　月曜日 栃 木 県 公 報

□①全粉乳（容量が1,400グラム以下である缶に収められたもの）

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン □⑪添加物（法第13条第１項の規定により規格が定められたもの）

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング

（ふりがな）

食品衛生管理者の氏名　※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合

① 水道水（ □ 水道水 □ 専用水道 □ 簡易専用水道）

② □ ①以外の飲用に適する水

（ふりがな）

ふぐ処理者氏名　※ふぐ処理する営業の場合

施設の構造及び設備を示す図面

（飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果

【許可のみ】

申
請
者
・
届
出
者
情
報

法第55条第２項関係
該当には

☑

(1)
法又は法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から起算して２年を経過していないこと。

□

(2)
法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過してい
ないこと。

□

(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □

（裏）

営
業
施
設
情
報

令第13条に規定する食品又は
添加物の別

資格の種類

受講した講習会
講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

業
種
に
応
じ
た
情
報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

ふぐの処理を行う施設 □

認定番号等

添
付
書
類

□ □

□ □

□ □

□ □

4
年　　　月　　　日

備
考

年　　　月　　　日

3
年　　　月　　　日

営
業
許
可
業
種

許可番号及び許可年月日 営　業　の　種　類 備考

1
年　　　月　　　日

2



（13）号外第35号栃 木 県 公 報令和３（2021）年５月31日　月曜日

（表）

別記様式第７号（第９条関係）

【許可・届出共通】

　規則第71条の２の規定により、次のとおり関係書類を提出します。

※ 以下の情報は、「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。
申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄　□）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

申請者・届出者住所　※法人にあっては、所在地

（ふりがな） （生年月日）

申請者・届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地

（ふりがな）

施設の名称、屋号又は商号

（ふりがな） 資格の種類

食品衛生責任者の氏名　 受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。）

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載

自動販売機の型番 業態

※

HACCPに基づく衛生管理

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

（ふりがな） 電話番号

担当者氏名

営業許可申請書・営業届（廃業）

申
請
者
・
届
出
者
情
報

年　　　月　　　日生

営
業
施
設
情
報

食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥

※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者
を除く。

講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

HACCPの取組

引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。

□

□

　栃木県　　　保健所長　　　　様

年　　　　月　　　　日

業
種
に
応
じ
た

情
報

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □

輸出食品取扱施設
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □

廃業年月日

担
当
者

営
業
届
出

営　業　の　形　態 備考

1

2

3



（14） 号外第35号令和３（2021）年５月31日　月曜日 栃 木 県 公 報

□①全粉乳（容量が1,400グラム以下である缶に収められたもの）

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン □⑪添加物（法第13条第１項の規定により規格が定められたもの）

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング

（ふりがな）

食品衛生管理者の氏名　※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合

① 水道水（ □ 水道水 □ 専用水道 □ 簡易専用水道）

② □ ①以外の飲用に適する水

（ふりがな）

ふぐ処理者氏名　※ふぐ処理する営業の場合

施設の構造及び設備を示す図面

（飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果

【許可のみ】

申
請
者
・
届
出
者
情
報

法第55条第２項関係
該当には

☑

(1)
法又は法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から起算して２年を経過していないこと。

□

(2)
法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過してい
ないこと。

□

(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □

（裏）

営
業
施
設
情
報

令第13条に規定する食品又は
添加物の別

資格の種類

受講した講習会
講習会名称　　　　　　　　　年　　　月　　　日

業
種
に
応
じ
た
情
報

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

ふぐの処理を行う施設 □

認定番号等

添
付
書
類

□ □

□ □

□ □

□ □

4
年　　　月　　　日

備
考

年　　　月　　　日

3
年　　　月　　　日

営
業
許
可
業
種

許可番号及び許可年月日 営　業　の　種　類 備考

1
年　　　月　　　日

2



（15）号外第35号栃 木 県 公 報令和３（2021）年５月31日　月曜日

別 記 様 式 第 八 号 か ら 別 記 様 式 第 十 五 号 ま で を 削 る 。

（ 栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改

正 ）

第 二 条 栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

十 九 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 四 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 四 条 関 係 ）

条 例 等 規 定 条 例 等 規 定

略 略

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 略

等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及

び 災 害 の 発 生 の 防 止 に び 災 害 の 発 生 の 防 止 に

関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年

栃 木 県 条 例 第 三 十 七 栃 木 県 条 例 第 三 十 七

号) 号)

食 品 衛 生 法 施 行 条 例 別 表 第 一 ２ 施 設 に お け

（ 平 成 十 二 年 栃 木 県 条 る 衛 生 管 理 の 表 第 三 項

例 第 四 号 ） 第 十 一 号 、 第 四 項 第 二

号 、 第 五 項 第 二 号 及 び

第 七 項 第 二 号 ケ

略 略

（ 栃 木 県 食 品 衛 生 条 例 施 行 規 則 の 廃 止 ）

第 三 条 栃 木 県 食 品 衛 生 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 九 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 生 活 衛 生 課 ）○栃木県体育施設設置管理及び使用料条例施行規則の一部改正、

栃 木 県 規 則 第 二 十 九 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第13条関係） 別表第３（第13条関係）

体育附属設備
使用単位使用料

体育附属設備
使用単位使用料

施設名及び器具名 施設名及び器具名

略 略

略 略 略 略 略 略

略略 略 略略 略

武道館略略 略 武道館略略 略

略略 略 略略 略

午前８時

放
30分から

放
正午まで650円

栃木県
送

の時間１ 栃木県
送

総合運 回につき 総合運

動公園
設

動公園
設

北・ 正午から 北・

中央
備多目的広場

午後６時 中央
備

エリア

（投てき
までの時840円エリア

場）

間１回に

つき

午前８時

30分から

午後６時
1,460円

までの時

間１回に

つき

略 略 略 略 略 略

略 略

略



（16） 号外第35号令和３（2021）年５月31日　月曜日 栃 木 県 公 報
○栃木県体育施設設置管理及び使用料条例施行規則の一部改正、

栃 木 県 規 則 第 二 十 九 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第13条関係） 別表第３（第13条関係）

体育附属設備
使用単位使用料

体育附属設備
使用単位使用料

施設名及び器具名 施設名及び器具名

略 略

略 略 略 略 略 略

略略 略 略略 略

武道館略略 略 武道館略略 略

略略 略 略略 略

午前８時

放
30分から

放
正午まで650円

栃木県
送

の時間１ 栃木県
送

総合運 回につき 総合運

動公園
設

動公園
設

北・ 正午から 北・

中央
備多目的広場

午後６時 中央
備

エリア

（投てき
までの時840円エリア

場）

間１回に

つき

午前８時

30分から

午後６時
1,460円

までの時

間１回に

つき

略 略 略 略 略 略

略 略

備考略 備考略

別 記 様 式 第 一 号 （ そ の 七 ） 及 び 別 記 様 式 第 二 号 （ そ の 七 ） 中

「

Ａ陸上競技場Ｂ第２陸上競技場Ｃ野球場（本球場） Ｄ野球場Ａ

Ｅ野球場ＢＦ野球場ＣＧウォムアップ場Ｈサッカ・ラグビ場ー ー ー

Ｉ相撲場Ｊトレニング室Ｋテニスコトー ー

Ｌ武道館ａ第１道場全部の利用ｂ第１道場２／３の利用

ｃ第１道場１／３の利用ｄ第２道場全部の利用

ｅ弓道場（近的射場）

Ｍ会議室ａ陸上競技場会議室１ ｂ陸上競技場会議室２

ｃ陸上競技場会議室３ ｄ陸上競技場会議室４

ｅ陸上競技場会議室５ ｆ陸上競技場会議室６

ｇ陸上競技場会議室７ ｈ陸上競技場会議室８

ｉ陸上競技場会議室９ ｊ陸上競技場会議室10

ｋ第２陸上競技場会議室 ｌ野球場（本球場）会議室

ｍサッカ・ラグビ場会議室ｎテニスコト会議室ー ー ー

ｏ武道館会議室１ ｐ武道館会議室２

ｑ武道館会議室３ ｒ武道館会議室４

Ｎラウンジａラウンジ１ｂラウンジ２ｃラウンジ３

ｄラウンジ４ｅラウンジ５ｆマロニエラウンジ

Ｏ師範室（ａ師範室１ｂ師範室２）

Ｐ控室（ａ控室ｂ役員控室） を

Ｑ放送設備ａ陸上競技場 ｂ第２陸上競技場

ｃ野球場（本球場） ｄサッカ・ラグビ場ー ー

ｅテニスコトｆ武道館第１道場ー

ｇ武道館第２道場ｈ武道館弓道場（近的射場）

Ｒフロアシトａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場ー

ｃ武道館弓道場（近的射場）

Ｓ大型映像装置Ｔ電光掲示板Ｕ移動式電光掲示板

Ｖ照明設備ａ陸上競技場１／５灯ｂ陸上競技場１／４灯

ｃ陸上競技場１／３灯ｄ陸上競技場１／２灯

ｅ陸上競技場４／５灯ｆ陸上競技場全灯

ｇ野球場（本球場）２／５灯

ｈ野球場（本球場）２／３灯

ｉ野球場（本球場）全灯ｊテニスコトー

ｋ武道館第１道場１／３灯ｌ武道館第１道場２／３灯

ｍ武道館第１道場全灯ｎ武道館第２道場

ｏ武道館弓道場（近的射場）

Ｗ冷房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

Ｘ暖房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

」

「

Ａ陸上競技場Ｂ第２陸上競技場Ｃ野球場（本球場） Ｄ野球場Ａ

Ｅ野球場ＢＦ野球場ＣＧウォムアップ場Ｈサッカ・ラグビ場ー ー ー

Ｉ相撲場Ｊトレニング室Ｋテニスコトー ー

Ｌ武道館ａ第１道場全部の利用ｂ第１道場２／３の利用
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備考略 備考略

別 記 様 式 第 一 号 （ そ の 七 ） 及 び 別 記 様 式 第 二 号 （ そ の 七 ） 中

「

Ａ陸上競技場Ｂ第２陸上競技場Ｃ野球場（本球場） Ｄ野球場Ａ

Ｅ野球場ＢＦ野球場ＣＧウォムアップ場Ｈサッカ・ラグビ場ー ー ー

Ｉ相撲場Ｊトレニング室Ｋテニスコトー ー

Ｌ武道館ａ第１道場全部の利用ｂ第１道場２／３の利用

ｃ第１道場１／３の利用ｄ第２道場全部の利用

ｅ弓道場（近的射場）

Ｍ会議室ａ陸上競技場会議室１ ｂ陸上競技場会議室２

ｃ陸上競技場会議室３ ｄ陸上競技場会議室４

ｅ陸上競技場会議室５ ｆ陸上競技場会議室６

ｇ陸上競技場会議室７ ｈ陸上競技場会議室８

ｉ陸上競技場会議室９ ｊ陸上競技場会議室10

ｋ第２陸上競技場会議室 ｌ野球場（本球場）会議室

ｍサッカ・ラグビ場会議室ｎテニスコト会議室ー ー ー

ｏ武道館会議室１ ｐ武道館会議室２

ｑ武道館会議室３ ｒ武道館会議室４

Ｎラウンジａラウンジ１ｂラウンジ２ｃラウンジ３

ｄラウンジ４ｅラウンジ５ｆマロニエラウンジ

Ｏ師範室（ａ師範室１ｂ師範室２）

Ｐ控室（ａ控室ｂ役員控室） を

Ｑ放送設備ａ陸上競技場 ｂ第２陸上競技場

ｃ野球場（本球場） ｄサッカ・ラグビ場ー ー

ｅテニスコトｆ武道館第１道場ー

ｇ武道館第２道場ｈ武道館弓道場（近的射場）

Ｒフロアシトａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場ー

ｃ武道館弓道場（近的射場）
Ｓ大型映像装置Ｔ電光掲示板Ｕ移動式電光掲示板

Ｖ照明設備ａ陸上競技場１／５灯ｂ陸上競技場１／４灯

ｃ陸上競技場１／３灯ｄ陸上競技場１／２灯

ｅ陸上競技場４／５灯ｆ陸上競技場全灯

ｇ野球場（本球場）２／５灯

ｈ野球場（本球場）２／３灯

ｉ野球場（本球場）全灯ｊテニスコトー

ｋ武道館第１道場１／３灯ｌ武道館第１道場２／３灯

ｍ武道館第１道場全灯ｎ武道館第２道場

ｏ武道館弓道場（近的射場）

Ｗ冷房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

Ｘ暖房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

」

「

Ａ陸上競技場Ｂ第２陸上競技場Ｃ野球場（本球場） Ｄ野球場Ａ

Ｅ野球場ＢＦ野球場ＣＧウォムアップ場Ｈサッカ・ラグビ場ー ー ー

Ｉ相撲場Ｊトレニング室Ｋテニスコトー ー

Ｌ武道館ａ第１道場全部の利用ｂ第１道場２／３の利用

ｃ第１道場１／３の利用ｄ第２道場全部の利用

ｅ弓道場（近的射場）

Ｍ多目的広場（投てき場）

Ｎ会議室ａ陸上競技場会議室１ ｂ陸上競技場会議室２

ｃ陸上競技場会議室３ ｄ陸上競技場会議室４

ｅ陸上競技場会議室５ ｆ陸上競技場会議室６

ｇ陸上競技場会議室７ ｈ陸上競技場会議室８

ｉ陸上競技場会議室９ ｊ陸上競技場会議室10

ｋ第２陸上競技場会議室 ｌ野球場（本球場）会議室

ｍサッカ・ラグビ場会議室ｎテニスコト会議室ー ー ー

ｏ多目的広場（投てき場）会議室

ｐ武道館会議室１ ｑ武道館会議室２

ｒ武道館会議室３ ｓ武道館会議室４

Ｏラウンジａラウンジ１ｂラウンジ２ｃラウンジ３

ｄラウンジ４ｅラウンジ５ｆマロニエラウンジ

Ｐ師範室（ａ師範室１ｂ師範室２）

に 改 め

Ｑ控室（ａ控室ｂ役員控室）

Ｒ放送設備ａ陸上競技場 ｂ第２陸上競技場

ｃ野球場（本球場） ｄサッカ・ラグビ場ー ー

ｅテニスコト ｆ武道館第１道場ー

ｇ武道館第２道場 ｈ武道館弓道場（近的射場）

ｉ多目的広場（投てき場）

Ｓフロアシトａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場ー

ｃ武道館弓道場（近的射場）

Ｔ大型映像装置Ｕ電光掲示板Ｖ移動式電光掲示板

Ｗ照明設備ａ陸上競技場１／５灯ｂ陸上競技場１／４灯

ｃ陸上競技場１／３灯ｄ陸上競技場１／２灯

ｅ陸上競技場４／５灯ｆ陸上競技場全灯

ｇ野球場（本球場）２／５灯

ｈ野球場（本球場）２／３灯

ｉ野球場（本球場）全灯ｊテニスコトー

ｋ武道館第１道場１／３灯ｌ武道館第１道場２／３灯

ｍ武道館第１道場全灯ｎ武道館第２道場

ｏ武道館弓道場（近的射場）

Ｘ冷房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

Ｙ暖房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

」

る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 さ れ た

諸 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る も の に 限 り 、 当 分 の 間 、 所 要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き

る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）



（18） 号外第35号令和３（2021）年５月31日　月曜日 栃 木 県 公 報

ｃ第１道場１／３の利用ｄ第２道場全部の利用

ｅ弓道場（近的射場）

Ｍ多目的広場（投てき場）

Ｎ会議室ａ陸上競技場会議室１ ｂ陸上競技場会議室２

ｃ陸上競技場会議室３ ｄ陸上競技場会議室４

ｅ陸上競技場会議室５ ｆ陸上競技場会議室６

ｇ陸上競技場会議室７ ｈ陸上競技場会議室８

ｉ陸上競技場会議室９ ｊ陸上競技場会議室10

ｋ第２陸上競技場会議室 ｌ野球場（本球場）会議室

ｍサッカ・ラグビ場会議室ｎテニスコト会議室ー ー ー

ｏ多目的広場（投てき場）会議室

ｐ武道館会議室１ ｑ武道館会議室２

ｒ武道館会議室３ ｓ武道館会議室４

Ｏラウンジａラウンジ１ｂラウンジ２ｃラウンジ３

ｄラウンジ４ｅラウンジ５ｆマロニエラウンジ

Ｐ師範室（ａ師範室１ｂ師範室２）

に 改 め

Ｑ控室（ａ控室ｂ役員控室）

Ｒ放送設備ａ陸上競技場 ｂ第２陸上競技場

ｃ野球場（本球場） ｄサッカ・ラグビ場ー ー

ｅテニスコト ｆ武道館第１道場ー

ｇ武道館第２道場 ｈ武道館弓道場（近的射場）

ｉ多目的広場（投てき場）

Ｓフロアシトａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場ー

ｃ武道館弓道場（近的射場）

Ｔ大型映像装置Ｕ電光掲示板Ｖ移動式電光掲示板

Ｗ照明設備ａ陸上競技場１／５灯ｂ陸上競技場１／４灯

ｃ陸上競技場１／３灯ｄ陸上競技場１／２灯

ｅ陸上競技場４／５灯ｆ陸上競技場全灯

ｇ野球場（本球場）２／５灯

ｈ野球場（本球場）２／３灯

ｉ野球場（本球場）全灯ｊテニスコトー

ｋ武道館第１道場１／３灯ｌ武道館第１道場２／３灯

ｍ武道館第１道場全灯ｎ武道館第２道場

ｏ武道館弓道場（近的射場）

Ｘ冷房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

Ｙ暖房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

」

る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 さ れ た

諸 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る も の に 限 り 、 当 分 の 間 、 所 要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き

る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

-
1

-

栃 木 県 訓 令 第 十 一 号

栃 木 県 那 須 農 業 振 興 事 務 所 那 須 広 域 ダ ム 管 理 支 所

深 山 ダ ム 操 作 規 程 及 び 板 室 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

深 山 ダ ム 操 作 規 程 及 び 板 室 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

（ 深 山 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 深 山 ダ ム 操 作 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 十 九 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置 第 十 九 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置

を と ら な け れ ば な ら な い 。 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 略 一 略

二 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

三 ～ 七 略 二 ～ 六 略

（ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 及 び 第 二 十 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か ら

第 三 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 に 第 五 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 に

掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

四 略 三 略

（ 洪 水 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 一 条 洪 水 時 に お い て は 、 第 十 九 条 第 四 号 及 第 二 十 一 条 洪 水 時 に お い て は 、 第 十 九 条 第 三 号 及

び 第 五 号 並 び に 前 条 第 一 号 に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 び 第 四 号 並 び に 前 条 第 一 号 に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、

次 に 掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 次 に 掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

別表第１（第13条第18条第19条関係） 別表第１（第13条第18条第19条関係）、 、 、 、

通知の相手 通知の相手

区分
通知の

摘要区分
通知の

摘要

名称
担当機関の方法

名称
担当機関の方法

名称 名称

略 略

大田原市長
総合政策部略

大田原市長
企画部総務略

危機管理課 課

略 略

訓 令
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栃 木 県 訓 令 第 十 一 号

栃 木 県 那 須 農 業 振 興 事 務 所 那 須 広 域 ダ ム 管 理 支 所

深 山 ダ ム 操 作 規 程 及 び 板 室 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

深 山 ダ ム 操 作 規 程 及 び 板 室 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

（ 深 山 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 深 山 ダ ム 操 作 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 予 備 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 十 九 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置 第 十 九 条 予 備 警 戒 時 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置

を と ら な け れ ば な ら な い 。 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 略 一 略

二 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

三 ～ 七 略 二 ～ 六 略

（ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 警 戒 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 及 び 第 二 十 条 洪 水 警 戒 時 に お い て は 、 前 条 第 一 号 か ら

第 三 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 に 第 五 号 ま で に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 次 に

掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 水 害 が 予 想 さ れ る 際 に は 、 別 に 定 め る 事 前 放

流 実 施 要 領 に よ り 、 貯 水 位 を 低 下 さ せ 、 空 き 容

量 の 確 保 に 努 め る こ と 。

四 略 三 略

（ 洪 水 時 に お け る 措 置 ） （ 洪 水 時 に お け る 措 置 ）

第 二 十 一 条 洪 水 時 に お い て は 、 第 十 九 条 第 四 号 及 第 二 十 一 条 洪 水 時 に お い て は 、 第 十 九 条 第 三 号 及

び 第 五 号 並 び に 前 条 第 一 号 に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 び 第 四 号 並 び に 前 条 第 一 号 に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、

次 に 掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 次 に 掲 げ る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

別表第１（第13条第18条第19条関係） 別表第１（第13条第18条第19条関係）、 、 、 、

通知の相手 通知の相手

区分
通知の

摘要区分
通知の

摘要

名称
担当機関の方法

名称
担当機関の方法

名称 名称

略 略

大田原市長
総合政策部略

大田原市長
企画部総務略

危機管理課 課

略 略
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㈠
栃木北東地 略

㈠
黒磯那須消 略

区消防指令 防組合消防

センタ 本部ー

大田原地区黒羽分署加入電話

広域消防組

合消防署

略 略

関東地方整
常陸河川国略

関東地方整
常陸河川国略

㈡
備局長

道事務所占 ㈡
備局長

道事務所河

用調整課 川管理課

（ 板 室 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 板 室 ダ ム 操 作 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 訓 令 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第14条第19条第20条関係） 別表第１（第14条第19条第20条関係）、 、 、 、

通知の相手 通知の相手

区分
通知の

摘要区分
通知の

摘要

名称
担当機関の方法

名称
担当機関の方法

名称 名称

略 略

大田原市長
総合政策部略

大田原市長
企画部総務略

危機管理課 課

略 略

㈠栃木北東地 略 略㈠黒磯那須消 略 略

区消防指令 防組合消防

センタ 本部ー

大田原地区黒羽分署加入電話関係

広域消防組 消防

合消防署 団に

連絡

関東地方整
常陸河川国略

関東地方整
常陸河川国略

㈡
備局長

道事務所占 ㈡
備局長

道事務所河

用調整課 川管理課
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㈠
栃木北東地 略

㈠
黒磯那須消 略

区消防指令 防組合消防

センタ 本部ー

大田原地区黒羽分署加入電話

広域消防組

合消防署

略 略

関東地方整
常陸河川国略

関東地方整
常陸河川国略

㈡
備局長

道事務所占 ㈡
備局長

道事務所河

用調整課 川管理課

（ 板 室 ダ ム 操 作 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 板 室 ダ ム 操 作 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 訓 令 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第14条第19条第20条関係） 別表第１（第14条第19条第20条関係）、 、 、 、

通知の相手 通知の相手

区分
通知の

摘要区分
通知の

摘要

名称
担当機関の方法

名称
担当機関の方法

名称 名称

略 略

大田原市長
総合政策部略

大田原市長
企画部総務略

危機管理課 課

略 略

㈠栃木北東地 略 略㈠黒磯那須消 略 略

区消防指令 防組合消防

センタ 本部ー

大田原地区黒羽分署加入電話関係

広域消防組 消防

合消防署 団に

連絡

関東地方整
常陸河川国略

関東地方整
常陸河川国略

㈡
備局長

道事務所占 ㈡
備局長

道事務所河

用調整課 川管理課
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附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 農 地 整 備 課 ）

-
1

-

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で

き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と

が で き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で

き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に

る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用

行 う こ と が で き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め し て 行 う こ と が で き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を

る 規 則 定 め る 規 則

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会 、 栃 木 県 警 第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会 、 栃 木 県 警

察 本 部 長 及 び 警 察 署 長 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 等 」 と 察 本 部 長 及 び 警 察 署 長 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 等 」 と

い う 。 ） に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う ち 、 情 報 通 い う 。 ） に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う ち 、 行 政 手

信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信

技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 電 子 情 報 処 理 組 技 術 利 用 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 電 子 情 報 処 理 組

織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る も の 及 び そ の 手 続 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る も の 及 び そ の 手 続

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る

申 請 等 の 指 定 ） 申 請 等 の 指 定 ）

第 三 条 公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う 第 三 条 公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う

ち 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ ち 、 情 報 通 信 技 術 利 用 法 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る

も の は 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 法 令 に つ い て 、 そ れ も の は 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 法 令 に つ い て 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 規 定 に 基 づ く も の と す ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 規 定 に 基 づ く も の と す

る 。 る 。

（ 申 請 等 の 手 続 ） （ 申 請 等 の 手 続 ）

第 四 条 前 条 に 規 定 す る 申 請 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織 第 四 条 前 条 に 規 定 す る 申 請 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織

を 使 用 し て 行 お う と す る 者 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会 を 使 用 し て 行 お う と す る 者 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会

（ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 指 定 す る 電 子 計 算 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 指 定 す る 電 子 計 算

機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す べ き 事 項 又 は 当 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す べ き 事 項 又 は 当

該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 記 載 す べ き こ 該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 記 載 す べ き こ

と と さ れ る 事 項 を 、 委 員 会 の 指 定 す る 電 子 情 報 処 と と さ れ る 事 項 を 、 当 該 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に

理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 係 る 電 子 計 算 機 で あ っ て 委 員 会 が 定 め る 技 術 的 基

入 力 し て 行 わ な け れ ば な ら 準 に 適 合 す る も の か ら 入 力 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 お う と す る 者 は 、 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 お う と す る 者 は 、

当 該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 併 せ て 提 出 当 該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 併 せ て 提 出

公 安 委 員 会
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栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で

き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と

が で き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で

き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に

る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 関 す る 法 律 に 基 づ く 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用

行 う こ と が で き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を 定 め し て 行 う こ と が で き る 申 請 等 及 び そ の 手 続 を

る 規 則 定 め る 規 則

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会 、 栃 木 県 警 第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会 、 栃 木 県 警

察 本 部 長 及 び 警 察 署 長 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 等 」 と 察 本 部 長 及 び 警 察 署 長 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 等 」 と

い う 。 ） に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う ち 、 情 報 通 い う 。 ） に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う ち 、 行 政 手

信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信

技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 電 子 情 報 処 理 組 技 術 利 用 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 電 子 情 報 処 理 組

織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る も の 及 び そ の 手 続 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る も の 及 び そ の 手 続

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る

申 請 等 の 指 定 ） 申 請 等 の 指 定 ）

第 三 条 公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う 第 三 条 公 安 委 員 会 等 に 対 し て 行 わ れ る 申 請 等 の う

ち 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ ち 、 情 報 通 信 技 術 利 用 法 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う こ と が で き る

も の は 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 法 令 に つ い て 、 そ れ も の は 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 法 令 に つ い て 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 規 定 に 基 づ く も の と す ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 規 定 に 基 づ く も の と す

る 。 る 。

（ 申 請 等 の 手 続 ） （ 申 請 等 の 手 続 ）

第 四 条 前 条 に 規 定 す る 申 請 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織 第 四 条 前 条 に 規 定 す る 申 請 等 を 電 子 情 報 処 理 組 織

を 使 用 し て 行 お う と す る 者 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会 を 使 用 し て 行 お う と す る 者 は 、 栃 木 県 公 安 委 員 会

（ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 指 定 す る 電 子 計 算 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 指 定 す る 電 子 計 算

機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す べ き 事 項 又 は 当 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す べ き 事 項 又 は 当

該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 記 載 す べ き こ 該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 記 載 す べ き こ

と と さ れ る 事 項 を 、 委 員 会 の 指 定 す る 電 子 情 報 処 と と さ れ る 事 項 を 、 当 該 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に

理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 係 る 電 子 計 算 機 で あ っ て 委 員 会 が 定 め る 技 術 的 基

入 力 し て 行 わ な け れ ば な ら 準 に 適 合 す る も の か ら 入 力 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 お う と す る 者 は 、 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 お う と す る 者 は 、

当 該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 併 せ て 提 出 当 該 申 請 等 を 書 面 等 に よ り 行 う と き に 併 せ て 提 出
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す べ き こ と と さ れ る 書 面 等 に 記 載 さ れ 、 又 は 記 載 す べ き こ と と さ れ る 書 面 等 に 記 載

す べ き 事 項 を 併 せ て 入 力 し な け れ ば な ら な い 。 す べ き 事 項 を 併 せ て 入 力 し な け れ ば な ら な い 。

３ 同 一 内 容 の 書 面 等 を 数 通 必 要 と す る 申 請 等 を 第 ３ 前 二 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 お う と す る 者

一 項 の 規 定 に よ り 行 お う と す る 者 が 、 第 一 項 及 び は 、 当 該 申 請 等 に 係 る 事 項 に つ い て の 情 報 に 識 別

第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 数 通 の 書 面 等 の う ち 一 通 番 号 及 び 暗 証 番 号 を 当 該 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に

に 記 載 さ れ 、 又 は 記 載 す べ き 事 項 を 入 力 し た 場 合 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し な け れ ば な ら な い 。

は 、 そ の 他 の 同 一 内 容 の 書 面 等 に 記 載 さ れ 、 又 は

記 載 す べ き 事 項 が 入 力 さ れ た も の と み な す 。

（ 申 請 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方

法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 が あ る 場 合 ）

第 五 条 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 六 項 に 規 定 す

る 申 請 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方

法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 が あ る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。
一 申 請 等 を す る 者 に つ い て 対 面 に よ る 本 人 確 認

を す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

二 申 請 等 に 係 る 書 面 等 の う ち に そ の 原 本 を 確 認

す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

三 前 二 号 に 掲 げ る ほ か 、 申 請 等 の 全 部 を 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 不

可 能 又 は 申 請 等 に 係 る 利 便 性 を 著 し く 損 な う 場

合

別 表 （ 第 三 条 関 係 ） 別 表 （ 第 三 条 関 係 ）

一 警 備 業 法 （ 昭 和 四 十 七 年 第 十 六 条 第 二 項 及 一 暴 力 団 に よ る 不 当 な 行 為 第 十 七 条

法 律 第 百 十 七 号 ） び 第 三 項 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 （ 平 成 三 年 国 家 公 安 委

二 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 第 十 七 条 第 一 項 員 会 規 則 第 四 号 ）

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 施

行 規 則 （ 平 成 三 年 国 家 公 安 二 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 第 三 十 一 条 の 六

委 員 会 規 則 第 四 号 ） 和 三 十 五 年 総 理 府 令 第 六 十

号 ）

三 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 第 七 十 八 条 第 一

年 法 律 第 百 五 号 ） 項 、 第 四 項 及 び 第 三 技 能 検 定 員 審 査 等 に 関 す 第 八 条 第 二 項 （ 第

五 項 る 規 則 （ 平 成 六 年 国 家 公 安 十 六 条 第 一 項 に お

委 員 会 規 則 第 三 号 ） い て 読 み 替 え て 準

用 す る 場 合 を 含

む 。 ）

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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す べ き こ と と さ れ る 書 面 等 に 記 載 さ れ 、 又 は 記 載 す べ き こ と と さ れ る 書 面 等 に 記 載

す べ き 事 項 を 併 せ て 入 力 し な け れ ば な ら な い 。 す べ き 事 項 を 併 せ て 入 力 し な け れ ば な ら な い 。

３ 同 一 内 容 の 書 面 等 を 数 通 必 要 と す る 申 請 等 を 第 ３ 前 二 項 の 規 定 に よ り 申 請 等 を 行 お う と す る 者

一 項 の 規 定 に よ り 行 お う と す る 者 が 、 第 一 項 及 び は 、 当 該 申 請 等 に 係 る 事 項 に つ い て の 情 報 に 識 別

第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 数 通 の 書 面 等 の う ち 一 通 番 号 及 び 暗 証 番 号 を 当 該 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に

に 記 載 さ れ 、 又 は 記 載 す べ き 事 項 を 入 力 し た 場 合 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し な け れ ば な ら な い 。

は 、 そ の 他 の 同 一 内 容 の 書 面 等 に 記 載 さ れ 、 又 は

記 載 す べ き 事 項 が 入 力 さ れ た も の と み な す 。

（ 申 請 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方

法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 が あ る 場 合 ）

第 五 条 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 六 項 に 規 定 す

る 申 請 等 の う ち に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方

法 に よ り 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当 と 認 め

ら れ る 部 分 が あ る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。
一 申 請 等 を す る 者 に つ い て 対 面 に よ る 本 人 確 認

を す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

二 申 請 等 に 係 る 書 面 等 の う ち に そ の 原 本 を 確 認

す る 必 要 が あ る と 公 安 委 員 会 等 が 認 め る 場 合

三 前 二 号 に 掲 げ る ほ か 、 申 請 等 の 全 部 を 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が 不

可 能 又 は 申 請 等 に 係 る 利 便 性 を 著 し く 損 な う 場

合

別 表 （ 第 三 条 関 係 ） 別 表 （ 第 三 条 関 係 ）

一 警 備 業 法 （ 昭 和 四 十 七 年 第 十 六 条 第 二 項 及 一 暴 力 団 に よ る 不 当 な 行 為 第 十 七 条

法 律 第 百 十 七 号 ） び 第 三 項 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 （ 平 成 三 年 国 家 公 安 委

二 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 第 十 七 条 第 一 項 員 会 規 則 第 四 号 ）

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 施

行 規 則 （ 平 成 三 年 国 家 公 安 二 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 第 三 十 一 条 の 六

委 員 会 規 則 第 四 号 ） 和 三 十 五 年 総 理 府 令 第 六 十

号 ）

三 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 第 七 十 八 条 第 一

年 法 律 第 百 五 号 ） 項 、 第 四 項 及 び 第 三 技 能 検 定 員 審 査 等 に 関 す 第 八 条 第 二 項 （ 第

五 項 る 規 則 （ 平 成 六 年 国 家 公 安 十 六 条 第 一 項 に お

委 員 会 規 則 第 三 号 ） い て 読 み 替 え て 準

用 す る 場 合 を 含

む 。 ）

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 三 号

発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 発 電 管 理 事 務 所 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 発 電 管 理 事 務 所 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 発 電 管 理 事 務 所 管 理 規 程 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 報 告 事 項 ） （ 報 告 事 項 ）

第 二 十 五 条 所 長 は 、 発 電 施 設 の 管 理 に 関 し 次 表 の 第 二 十 五 条 所 長 は 、 発 電 施 設 の 管 理 に 関 し 次 表 の

上 欄 に 掲 げ る 報 告 書 の う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を 上 欄 に 掲 げ る 報 告 書 の う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を

作 成 し 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 日 ま で に 管 理 者 の 作 成 し 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 日 ま で に 管 理 者 の

権 限 を 行 う 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 権 限 を 行 う 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

番 号 報 告 書 提 出 期 日 番 号 報 告 書 提 出 期 日

一 発 電 実 績 速 報

当 日 分 を 翌 日

の 十 時 ま で

一 略 略 二 略 略

二 ～ 六 略 三 ～ 七 略

ダ ム （ 基 礎 地 盤 か ら 堤 頂 略 ダ ム （ 基 礎 地 盤 か ら 堤 頂 略

ま で の 高 さ 十 五 メ ー ト ル ま で の 高 さ 十 五 メ ー ト ル

七 以 上 の も の に 限 る 。 以 下 八 以 上 の も の に 限 る 。 以 下

第 十 号 ま で に つ い て 同 第 十 一 号 ま で に つ い て 同

じ 。 ） 漏 水 状 況 報 告 じ 。 ） 漏 水 状 況 報 告

八 ～ 十 一 略 九 ～ 十 二 略

（ 書 類 ・ 帳 簿 の 整 備 ） （ 書 類 ・ 帳 簿 の 整 備 ）

第 二 十 六 条 発 電 管 理 事 務 所 は 、 別 に 定 め る も の の 第 二 十 六 条 発 電 管 理 事 務 所 は 、 別 に 定 め る も の の

ほ か 、 そ の 管 理 に 関 し 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 帳 簿 の ほ か 、 そ の 管 理 に 関 し 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 帳 簿 の

う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を 作 成 し 整 理 し て お か な う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を 作 成 し 整 理 し て お か な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 無 線 業 務 日 誌

六 ～ 十 六 略 七 ～ 十 七 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

企 業 局
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栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 三 号

発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 発 電 管 理 事 務 所 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 発 電 管 理 事 務 所 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 発 電 管 理 事 務 所 管 理 規 程 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 報 告 事 項 ） （ 報 告 事 項 ）

第 二 十 五 条 所 長 は 、 発 電 施 設 の 管 理 に 関 し 次 表 の 第 二 十 五 条 所 長 は 、 発 電 施 設 の 管 理 に 関 し 次 表 の

上 欄 に 掲 げ る 報 告 書 の う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を 上 欄 に 掲 げ る 報 告 書 の う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を

作 成 し 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 日 ま で に 管 理 者 の 作 成 し 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 日 ま で に 管 理 者 の

権 限 を 行 う 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 権 限 を 行 う 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

番 号 報 告 書 提 出 期 日 番 号 報 告 書 提 出 期 日

一 発 電 実 績 速 報

当 日 分 を 翌 日

の 十 時 ま で

一 略 略 二 略 略

二 ～ 六 略 三 ～ 七 略

ダ ム （ 基 礎 地 盤 か ら 堤 頂 略 ダ ム （ 基 礎 地 盤 か ら 堤 頂 略

ま で の 高 さ 十 五 メ ー ト ル ま で の 高 さ 十 五 メ ー ト ル

七 以 上 の も の に 限 る 。 以 下 八 以 上 の も の に 限 る 。 以 下

第 十 号 ま で に つ い て 同 第 十 一 号 ま で に つ い て 同

じ 。 ） 漏 水 状 況 報 告 じ 。 ） 漏 水 状 況 報 告

八 ～ 十 一 略 九 ～ 十 二 略

（ 書 類 ・ 帳 簿 の 整 備 ） （ 書 類 ・ 帳 簿 の 整 備 ）

第 二 十 六 条 発 電 管 理 事 務 所 は 、 別 に 定 め る も の の 第 二 十 六 条 発 電 管 理 事 務 所 は 、 別 に 定 め る も の の

ほ か 、 そ の 管 理 に 関 し 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 帳 簿 の ほ か 、 そ の 管 理 に 関 し 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 帳 簿 の

う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を 作 成 し 整 理 し て お か な う ち 所 掌 事 務 に 係 る も の を 作 成 し 整 理 し て お か な

け れ ば な ら な い 。 け れ ば な ら な い 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 無 線 業 務 日 誌

六 ～ 十 六 略 七 ～ 十 七 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 四 号

本 庁

発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 企 業 局 事 業 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 企 業 局 事 業 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 企 業 局 事 業 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 目 的 ） （ 目 的 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 第 一 条 こ の 規 程 は 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法

律 第 百 七 十 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 二 条 律 第 百 七 十 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 二 条

第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 三 十 八 条 第 二 項 に 規 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 三 十 八 条 第 三 項 に 規

定 す る 事 業 用 電 気 工 作 物 （ 以 下 「 電 気 工 作 物 」 と 定 す る 事 業 用 電 気 工 作 物 （ 以 下 「 電 気 工 作 物 」 と

い う 。 ） の 工 事 、 維 持 及 び 運 用 の 保 安 に 関 す る 基 い う 。 ） の 工 事 、 維 持 及 び 運 用 の 保 安 に 関 す る 基

本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 電 気 工 作 物 の 保 安 本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 電 気 工 作 物 の 保 安

確 保 に 万 全 を 期 す る こ と を 目 的 と す る 。 確 保 に 万 全 を 期 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 主 任 技 術 者 の 選 任 ） （ 主 任 技 術 者 の 選 任 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 略 ２ 略

３ 法 第 三 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 自 家 用 電 気 工 作 ３ 法 第 三 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 自 家 用 電 気 工 作

物 の 主 任 技 術 者 の 選 任 に 当 た つ て は 、 前 項 の 規 定 物 の 主 任 技 術 者 の 選 任 に 当 た つ て は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 自 家 用 電 気 工 作 物 を 管 理 す る に か か わ ら ず 、 当 該 自 家 用 電 気 工 作 物 を 管 理 す る

事 業 場 又 は こ れ に 密 接 な 関 連 を 有 す る 事 業 場 の 中 事 業 場 又 は こ れ に 密 接 な 関 連 を 有 す る 事 業 場 の 中

か ら 適 切 と 認 め る 者 を 選 任 す る こ と が で き る 。 か ら 適 切 と 認 め る 者 を 選 任 す る こ と が で き る 。

「 通信線路測定試験 １回／３年

別 表 第 三 中 無線通信装置測定試験 １回／年 を

通話試験 適時」

「 通信線路測定試験 １回／３年

に 改 め る 。

」

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第12条第14条第15条関係） 別表第４（第12条第14条第15条関係）、 、 、 、

細則一覧 細則一覧

項目規程・要領 項目規程・要領

１運転 １運転、 、

操作保 操作保、 、

守に関す 守に関す

るもの るもの
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栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 四 号

本 庁

発 電 管 理 事 務 所

栃 木 県 企 業 局 事 業 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 企 業 局 事 業 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 企 業 局 事 業 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 目 的 ） （ 目 的 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 第 一 条 こ の 規 程 は 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法

律 第 百 七 十 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 二 条 律 第 百 七 十 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 二 条

第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 三 十 八 条 第 二 項 に 規 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 三 十 八 条 第 三 項 に 規

定 す る 事 業 用 電 気 工 作 物 （ 以 下 「 電 気 工 作 物 」 と 定 す る 事 業 用 電 気 工 作 物 （ 以 下 「 電 気 工 作 物 」 と

い う 。 ） の 工 事 、 維 持 及 び 運 用 の 保 安 に 関 す る 基 い う 。 ） の 工 事 、 維 持 及 び 運 用 の 保 安 に 関 す る 基

本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 電 気 工 作 物 の 保 安 本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 電 気 工 作 物 の 保 安

確 保 に 万 全 を 期 す る こ と を 目 的 と す る 。 確 保 に 万 全 を 期 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 主 任 技 術 者 の 選 任 ） （ 主 任 技 術 者 の 選 任 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 略 ２ 略

３ 法 第 三 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 自 家 用 電 気 工 作 ３ 法 第 三 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 自 家 用 電 気 工 作

物 の 主 任 技 術 者 の 選 任 に 当 た つ て は 、 前 項 の 規 定 物 の 主 任 技 術 者 の 選 任 に 当 た つ て は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 自 家 用 電 気 工 作 物 を 管 理 す る に か か わ ら ず 、 当 該 自 家 用 電 気 工 作 物 を 管 理 す る

事 業 場 又 は こ れ に 密 接 な 関 連 を 有 す る 事 業 場 の 中 事 業 場 又 は こ れ に 密 接 な 関 連 を 有 す る 事 業 場 の 中

か ら 適 切 と 認 め る 者 を 選 任 す る こ と が で き る 。 か ら 適 切 と 認 め る 者 を 選 任 す る こ と が で き る 。

「 通信線路測定試験 １回／３年

別 表 第 三 中 無線通信装置測定試験 １回／年 を

通話試験 適時」

「 通信線路測定試験 １回／３年

に 改 め る 。

」

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第12条第14条第15条関係） 別表第４（第12条第14条第15条関係）、 、 、 、

細則一覧 細則一覧

項目規程・要領 項目規程・要領

１運転 １運転、 、

操作保 操作保、 、

守に関す 守に関す

るもの るもの

-
2

-
⑴水力栃木県営発電所等運用操作基準 ⑴水力栃木県営発電所等運用操作基準

発電関発電所標準操作要領 発電関発電所標準操作要領

係 係

⑵通信無線局管理運用要領

関係

⑵土木栃木県営川治第二発電所小網ダム ⑶土木栃木県営川治第二発電所小網ダム

関係操作規程 関係操作規程

栃木県営足尾発電所庚申ダム操作 栃木県営足尾発電所庚申ダム操作

規程 規程

２非常災栃木県地域防災計画 ２非常災栃木県地域防災計画

害に関す栃木県企業局災害等執務要領 害に関す栃木県企業局災害等執務要領

るもの防災対策要領 るもの防災対策要領

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 電 気 課 ）



（25）号外第35号栃 木 県 公 報令和３（2021）年５月31日　月曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

-
2

-

⑴水力栃木県営発電所等運用操作基準 ⑴水力栃木県営発電所等運用操作基準

発電関発電所標準操作要領 発電関発電所標準操作要領

係 係

⑵通信無線局管理運用要領

関係

⑵土木栃木県営川治第二発電所小網ダム ⑶土木栃木県営川治第二発電所小網ダム

関係操作規程 関係操作規程

栃木県営足尾発電所庚申ダム操作 栃木県営足尾発電所庚申ダム操作

規程 規程

２非常災栃木県地域防災計画 ２非常災栃木県地域防災計画

害に関す栃木県企業局災害等執務要領 害に関す栃木県企業局災害等執務要領

るもの防災対策要領 るもの防災対策要領

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 電 気 課 ）


